
                                                   「社会全体における男女の地位が平等だと感じる人の割合   
 

 ※20 年度の数値は，県政世論調査            
      ○女性の登用，職域の拡大が進むなど，男女が対等な構成員として，個性と能力を発揮できる環境が整備されています。 ○家庭や地域社会での生活を大切にしながら，だれもが安心して働き続けることができる環境が整備されています。    

 

 男女が，互いの違いを認め合い， 互いに人権を尊重しながら， その個性と能力を十分に発揮し， 社会のあらゆる分野において共に参画し， 責任を分かち合うことのできる社会です。  ～広島県男女共同参画推進条例 前文より～ 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 島 県 デ ― のののの    3 分で読める！ 
 ○地域社会全体で子育てや介護を支援できる体制が整備されるなど，だれもが自立し安心して暮らすことができるまちづくりが推進されています。 ○様々な分野における政策，方針の立案及び決定過程に男女が共に積極的に参画しています。 ○男女共同参画に関する様々な学習の機会が確保されています。 男女共同参画社会とは         ○一人ひとりの個性を尊重し，豊かな心 を育 む教 育が行われています。       ○家族が互いに尊重し協力し合って，家事や子育て，家庭教育や介護などを行って     います。 女 性……………… 7.3％ 男 性……………  19.1％ 平成 20 （2008）年度 平成 27 （2015）年度 現況値からの増加 総総総総    括括括括    目目目目    標標標標    職場では 学校では 地域社会では 家庭では 
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人権男女共同参画課 広島県 

 

 雇用機会や待遇などの面で，依然として男女間の格差が存在するとともに，男女とも仕事と家庭を両立し，安心して子どもを生み育て，働き続けることが難しい状況も見受けられます。 そのため，職場において，男女が対等な構成員としてその個性と能力を十分に発揮するとともに，仕事と家庭が両立できるよう，多様な働き方を可能とするための支援の充実や，男性を含めた働き方の見直しなどが必要です。 
  女性は政治，経済，社会など多くの分野の活動を担っていますが，政策・方針決定過程への女性の参画には多くの課題があります。今後も引き続き，様々な分野で政策・方針の立案及び決定過程へ男女が共に参画できるような環境を整備することが必要です。   女性の 66.6％が社会全体において「男性優遇」と感じています。男女共同参画社会づくりを進めていくため,今後も，広報・啓発を継続的かつ着実に行うことが必要です。また，女性だけでなく，男性や若い世代の理解を深める広報・啓発を行うことが必要です。 

 
 男性の家事や育児，介護等にかかわる時間が少なく，依然として女性が主に家事や育児，介護等を負担しているという実態があります。そのため，特に男性を対象とした学習機会の提供を行うことが必要です。    配偶者等からの暴力，セクシュアル・ハラスメント，性犯罪などは男性の被害も見受けられるものの，被害者は主に女性であり，女性の人権を著しく侵害しています。そのため，これらの防止に向けた取組や被害者の精神的負担を軽減するための相談体制の充実を図ることが必要です。 
                                                                                                                                                                 「広島県男女共同参画推進条例」，                  この計画の具体的施策の推進期間は， 「男女共同参画社会基本法」に基づく計画です。         国の第 3 次男女共同参画基本計画との整合性を図り，                                                                                     平成 23（2011）年度から平成 27（2015）年度までとします。  男女共同参画社会を実現するための                            」  という三つの視点から施策を展開します。    ●少子高齢化による労働力人口の減少が進む中，経済社会の活性化のためには，男女が家庭や地域社会での生活を大切にしながら，働きたい人が安心して働き続けることができるよう，「仕事と家庭の両立に向けた環境の整備」や，「多様なライフスタイルを可能にする雇用環境の整備」に取り組みます。 ●様々な立場の人に男女共同参画の理解を深めてもらえるよう，多様な機会を通じた「男女共同参画に関する広報・啓発」に積極的に取り組みます。   ●各部局が連携を密にし，計画を着実に推進します。 ●計画の推進状況を把握するため，施策に関連する「目標値」を設定します。      ●男女共同参画社会の実現に向け，県民と事業者の理解と協力のもとに，市町と連携し，施策の推進を図ります。 
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環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    しっかりとした環境を創る 広島県男女共同参画基本計画（第３次） （計画期間：平成２３年度～２７年度）  広 島 県 の 現 状 地域社会活動における 男女共同参画の推進 男女共同参画の推進 に向けた体制の整備 働く場における 男女共同参画の推進 
人人人人づくりづくりづくりづくり    実践する人を創る 安心安心安心安心づくりづくりづくりづくり    私たちが安心して暮らす ことができる社会を創る 

男女共同参画の推進に 向けた広報・啓発の充実 男女共同参画を推進する 教育と学習機会の充実 家庭における 男女共同参画の推進 生涯を通じた 健康と自立の支援 女性に対するあらゆる暴力 の根絶に向けた取組の推進  男女共同参画の視点に 立った国際活動の推進 

年齢別労働力率 育児休業取得率 県内市町の女性議員数と割合の推移 
社会全体における男女の地位の平等感 大学・短期大学進学率の推移 一日の行動の種類別総平均時間数 

子宮がん・乳がんの検診受診率及び死亡率の推移  こども家庭センター等における女性に関する相談件数等の推移  県警における性犯罪事案対応状況の推移 
女性の労働力率は，30 歳代を谷とするＭ字カーブを描いています。 

平等であると回答した割合は，女性10.8％，男性20.5％となっています。 高等学校卒業後の大学への進学率は，男女間の差が狭まりつつあります。 ２次活動の時間の使い方では男女間に大きな違いが現れています。 検診受診率は，子宮がん 29.1％，乳がん 24％となっています。 死亡率は，子宮がん,乳がんともに横ばいの傾向にあります。 性犯罪の認知件数は平成24（2012）年で 210 件となっています。 そのうち検挙件数は116件となっており，全体の55%となっています。 
資料：総務省「国勢調査」 資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」 

資料：広島県「広島県政世論調査」（平成23（2011）年度） 資料：文部科学省「学校基本調査」（平成24（2012）年）    資料：総務省「社会生活基本調査」（平成23（2011）年） 資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」「地域保健・老人保健事業報告」 広島県「人口動態統計年報」 資料：広島県健康福祉局調べ   資料：広島県警察本部調べ    
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平成24年12月31日現在の県内市町の女性議員数は48人， 全議員に占める割合は 9.1％となっています。 育児休業取得率は，女性従業員97.1％， 男性従業員4.1％となっています。 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」 73 77 51 49 49 48 48 4884 44 48765.3 5.8 6.8 7.1 7.2 7.5 9.18.1 8.3 8.7 8.8 8.20246810 平成11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24年 050100150女性議員議員数に占める女性の割合 （人）（％）
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4,428 5,097 4,3351,337 1,345 1,978 2,065 2,364 2,3763,8592,5332,401 10980993736 11053 59 164 165 117 1603,878 6,406 7,162 6,699 6,2353,73802,0004,0006,0008,000 平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 23(2011） 24年度(2012) 0100200300400500面接相談電話相談一時保護件数一時保護のうち，DV件数(相談件数：件) (一時保護件数：件)平成24 年度の相談件数等は 6,235 件となっています。 また，一次保護件数は187件で，うちＤＶに関するものは133件となっています。 


